
４０戸連たん区域図 

注 意 事 項 

  

・この資料の農用地区域は、概略の区域を示した参考資料となります。農用地区域を確認したい

場合は、農業振興課に問合せください。 

・４０戸連たん区域は、４０戸連たん制度を利用するための要件の中の１つであり、他の要件も

満たさなければ制度を利用することはできませんので、詳細は開発支援課に問合せください。 
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